
平 成 1 2年 度 税 制 改 正 の 大 綱

11．12．19

大 蔵 省

最近の経済情勢等を踏まえ、本格的な景気回復に資する等の観点から、民間投資等の促

進及び中小企業・ベンチャー企業の振興を図るための措置を講ずるとともに、年金税制、

法人関係税制等について社会経済情勢の変化等に対応するため所要の措置を講ずることと

し、次のとおり税制改正を行うものとする。

また、年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増の特例を廃止する。

一 民間投資等の促進

１ 住宅ローン税額控除制度について、平成13年中に居住の用に供した場合の住宅借入

金等の年末残高の限度額、控除期間及び控除率を次のように改める。

現 行 改 正 案

平成13年１月１日から同年６月30日までの居住分

＜控除期間 ６年間＞ ＜控除期間 15年間＞

平 住宅借入金等 住宅借入金等
控 除 率 適用年・控除率

成 の年末残高 の年末残高

13 ・１年目から６年目まで １％

年 ・ 2，000万円 １％ ・ 5，000万円 ・７年目から11年目まで 0．75％

居 以下の部分 以下の部分 ・12年目から15年目まで 0．5％

住

分 ・ 2，000万円超 0．5％ 平成13年７月１日から同年12月31日までの居住分

3，000万円以下

の部分 同 左

２ 特定情報通信機器の即時償却制度について、個人事業者又は法人が、平成13年３月

31日までの間に、取得価額 100万円未満の特定の情報通信機器を取得し、事業の用に

供した場合には、初年度において、取得価額の全額の損金算入を認める。

３ 中小企業投資促進税制について、中小企業者等が平成13年５月31日までの間に一定

の機械装置、器具備品、貨物自動車又は内航船舶を取得し、製造業、建設業等の用に

供した場合には、取得価額の 100分の30の特別償却又は取得価額の 100分の７の特別

税額控除の選択適用（一定の要件を満たすリース資産についても特別税額控除を適用）

を認める。

４ 中小企業技術基盤強化税制について、平成13年３月31日までの間に開始する事業年

度（平成13年分）の特別税額控除割合を 100分の10とする特例を認める。
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二 中小企業・ベンチャー企業の振興

１ 特定中小会社の株式の譲渡益に対する課税の特例の創設

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例（いわゆるエンジ

ェル税制）の対象となる特定中小会社の特定株式を平成12年４月１日から平成17年３

月31日までの間に払込みにより取得した一定の個人が、その特定中小会社の株式の上

場等の日において引き続き３年を超えて所有していたその特定株式をその上場等の日

以後１年以内に譲渡（証券業者への売委託に基づくもの等に限る。）をした場合には、

一定の要件の下で、その譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額をその２分の１に

相当する金額とする特例を設ける。

この場合において、上記の特例と現行のいわゆる創業者利益の特例（上場等の日に

おいて３年を超えて所有していた株式を上場等の日以後１年以内に譲渡した場合に、

その譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額をその２分の１に相当する金額として

課税する特例）との重複適用を認める。

２ 同族会社の留保金課税の特例の創設

次の法人については、２年間の措置として、同族会社の留保金課税を適用しない特

例を設ける。

� 設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社

� 新事業創出促進法の認定事業者（主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野

開拓を実施する者）

３ その他

� 中小企業新技術体化投資促進税制について、対象設備の見直しを行った上、その

適用期限を２年延長する。

� 中小企業者等が取得する不正アクセス対策用設備について、取得価額の 100分の

20の特別償却を認める。

� 欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、中小企業者の設立後５年間に

生じた欠損金額及び中小企業経営革新支援法の承認経営革新計画に従って経営革新

のための事業を行う中小企業者の欠損金額に係る適用除外措置の適用期限を２年延

長する。

（備考）取引相場のない株式の評価方法の適正化

� 類似業種比準方式による評価方法について、各比準要素のうち利益金額に比重

を置いた方法とするとともに、中会社及び小会社の株式について評価の安全性に

対する斟酌［しんしゃく］の見直しを行う。

� 小会社の規模基準のうち従業員数基準の見直しを行う。

� 純資産価額方式によることとされている、いわゆる「２要素ゼロの会社（類似

業種比準方式の各比準要素のうち２要素がゼロである会社）」の株式の評価につ

いて、類似業種比準方式の併用を認める。
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三 年金税制

１ 確定拠出型年金制度（仮称）に係る税制上の措置

確定拠出型年金法（仮称）による確定拠出型年金制度の創設に伴い、同制度におけ

る拠出、運用及び給付の各段階について、次の措置を講ずる。

� 拠出段階

① 企業型年金の事業主掛金については、事業主の所得の金額の計算上損金（必要

経費）に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、

収入金額に算入しない。

② 各年において個人型年金の加入者（以下「個人型加入者」という。）が自己が

加入者である個人型年金につき支払った個人型加入者掛金については、次による。

イ 国民年金の第二号被保険者のうち厚生年金基金、適格退職年金等の対象とな

っておらず、かつ、確定拠出型年金の企業型年金の対象となっていない企業の

従業員（以下「第二号加入者」という。）が支払った個人型加入者掛金につい

ては、その全額を所得控除の対象とする。

ロ 自営業者等の国民年金の第一号被保険者（以下「第一号加入者」という。）

が支払った個人型加入者掛金については、その全額を所得控除の対象とする。

� 運用段階

① 企業型年金

イ 資産管理機関が設定する信託

資産管理機関が受託者である企業型年金に係る信託については、信託財産に

帰せられる収入及び支出等の帰属の原則を適用しない。

ロ 特別法人税

事業主掛金及びその運用益を対象として特別法人税を課税する。

ハ 企業型年金の年金資産である信託財産につき受託者である資産管理機関が受

ける一定の利子等又は配当等に対しては、所得税を課税しない。

② 個人型年金

イ 国民年金基金連合会が設定する信託

国民年金基金連合会が設定する個人型年金に係る信託については、信託財産

に帰せられる収入及び支出等の帰属の原則を適用しない。

ロ 特別法人税

第一号加入者又は第二号加入者の個人型加入者掛金及びその運用益を対象と

して特別法人税を課税する。

ハ 国民年金基金連合会が締結した個人型年金に係る契約に係る信託の信託財産

につき当該信託の受託者が受ける一定の利子等又は配当等に対しては、所得税

を課税しない。

� 給付段階

① 老齢給付金

イ 受給権者が支給を受ける分割（年金）払いの老齢給付金については、公的年

金等控除を適用する。

ロ 受給権者が支給を受ける一時金払いの老齢給付金については、退職手当等と
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みなす。

（注）退職手当等とみなして退職所得の金額を計算する場合の退職所得控除の

計算の基礎となる勤続年数の計算については、掛金払込期間を老齢給付金

に係る退職所得の勤続年数とするとともに、他の退職所得との間で所要の

調整を行う。

② 障害給付金

障害給付金については、所得税を課税しない。

③ 死亡一時金

死亡一時金については、相続税法上のみなし相続財産（退職手当金等に含まれ

る給付）として相続税の課税対象とする。ただし、法定相続人１人当たり 500万

円までの非課税制度の対象とする。

④ 脱退一時金

脱退一時金については、所得税を課税する。

� 移管・移行

① 確定拠出型年金間の年金資産の移管

加入者が離転職し、年金資産を移管する場合には、所要の手続を前提として税

制上の措置を継続する。

② 確定給付型年金等からの移行

確定給付型年金等から確定拠出型年金への移行に伴う所要の税制上の措置を講

ずる。

� その他所要の措置を講ずる。

２ その他

外国法人が退職年金業務等を行う場合について、退職年金等積立金に対する法人税

に関する規定につき所要の整備を行う。

四 法人関係税制

１ 法人税における有価証券の評価方法等について、次のとおり時価法を導入する等の

措置を講ずる。

� 法人が事業年度末に有する有価証券の評価方法等について、次の改正を行う。

� 売買目的の有価証券については、時価により事業年度末の評価を行う。

� 上記�の時価評価の対象とならない有価証券のうち、償還金額及び償還期日の

あるものについては、帳簿金額と償還金額との差額をその取得時から償還時まで

の期間に配分して、益金の額又は損金の額に算入する。

� 低価法については、改正事業年度の前事業年度末の価額による切放し措置を講

じた上、これを廃止する。

� 法人が事業年度末に有する未決済のデリバティブ取引については、事業年度末に

決済したものとみなして計算した利益相当額又は損失相当額を益金の額又は損金の

額に算入する。

� 資産・負債の価額変動等による損失を減少させるために行ったデリバティブ取引

等のうち、一定の要件を満たすものについては、みなし決済による利益相当額又は
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損失相当額の計上を繰り延べる等のいわゆるヘッジ処理を行う。
᳈ 長期外貨建債権債務については、取得時の為替相場に加え、事業年度末の為替相
場による換算を認める。
᳈ 上記᳈から᳈までの措置に関連し、有価証券を売買目的有価証券、満期保有目的
等有価証券及びその他有価証券に区分して譲渡損益の計算を行う等所要の措置を講
ずる。

２ ソフトウエアの資産区分を、減価償却資産（無形固定資産）とし、その耐用年数を、
複写して販売するための原本となるソフトウエアについては３年、それ以外のものに
ついては５年（開発研究用は３年）とする。
３ 産業活力再生特別措置法の規定による認定を受けて行う登記に対する登録免許税の
税率の特例のうち、株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加の登記に対する登録
免許税の軽減税率を 1,000分の 1.5（現行 1,000分の3.5 、 1,000分の２）に引き下
げる。

（備考）会社分割に係る税制については、商法や企業会計における検討の動向等を見極
めつつ、その具体的な対応を検討する。また、連結納税制度については、引き続き、
その導入に向けた検討を進める。

五 社会経済情勢の変化への対応
１ 相続税の延納の利子税の軽減
相続税の延納の利子税率を次のように改める。

区 分 現 行 改正案
᳈ 不動産等の価額が課税相続財産の価額の50％以上の場合
᳈ 不動産等の価額に対応する税額（᳈から᳈まで 5.4％ 3.6％
を除く。） (3.3％) (2.2％)

᳈ 不動産等の価額が課税相続財産の価額の75％以 4.2％ 3.6％
上の場合の不動産等の価額に対応する税額 (2.5％) (2.2％)

᳈ 緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額 4.8％ 4.2％
(2.9％) (2.5％)

᳈ 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の30 3.6％ 3.0％
％以上の場合の当該立木の価額に対応する税額 (2.2％) (1.8％)

᳈ その他の財産の価額に対応する税額 6.0％ 5.4％
(3.6％) (3.3％)

᳈ 不動産等の価額が課税相続財産の価額の50％未満の場合
᳈ 立木の価額が課税相続財産の価額の30％を超え 5.4％ 4.8％
る場合の立木の価額に対応する税額（᳈を除く。 (3.3％) (2.9％)

᳈ 緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額 4.8％ 4.2％
(2.9％) (2.5％)

᳈ 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の30 3.6％ 3.0％
％以上の場合の当該立木の価額に対応する税額 (2.2％) (1.8％)

᳈ その他の財産の価額に対応する税額 6.6％ 6.0％
(4.0％) (3.6％)

（注）上記の改正は、平成12年４月１日以後の期間に対応する利子税について適用す
る。
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なお、（ ）内は、利子税の割合の特例措置を適用した後の利子税率（公定

歩合 年 0．5％の場合）である。

２ 環境・福祉関係

� 公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備にダイオキシン類排出削減設

備を加えるとともに、産業廃棄物処理用設備の高温焼却装置に係る要件を緩和する

ほか、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を１年又は２年延長する。

� 再商品化設備等の特別償却制度について、適用対象に家庭用電気機器廃棄物再生

処理装置を加えるとともに、対象設備の見直しを行った上、その適用期限を２年延

長する。

� 障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備等にノンステップバスを加

えるとともに、バスに係る償却割合を 100分の20（現行 100分の25）に引き下げた

上、その適用期限を２年延長する。

� エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備等の見直しを行っ

た上、その適用期限を２年延長する。

� 再生資源分別回収設備の特別償却制度について、対象設備の見直しを行った上、

その適用期限を２年延長する。

� 金属鉱業等鉱害防止準備金制度の適用期限を２年延長する。

� 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金制度の適用期限を２年延長する。

３ 住宅・土地関係

� 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を２年

延長する。

� 住宅ローン税額控除制度及び特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰

越控除の特例の対象となる住宅借入金等の借入先の範囲に、当初の住宅借入金等の

借入先である一定の金融機関等（以下「当初の適格金融機関等」という。）から当

該住宅借入金等に係る債権の譲渡等を受けた一定の者（一定の要件の下で当該住宅

借入金等に係る債権の管理・回収等の業務を当該当初の適格金融機関等に委託等を

しているものに限る。）を加えること等により、住宅借入金等に係る債権の譲渡等

があった場合でも引き続きこれらの特例の適用が受けられる措置を講ずる。

� 収用等の場合の 5，000万円特別控除等の適用対象に、緑資源公団法の規定に基づ

く資産の収用等に伴い、補償金等を取得した場合を加える。

� 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の 800万円特別控除の適用対

象に、緑資源公団法の規定に基づく創設換地により土地等を取得しなかったことに

伴い清算金を取得した場合を加える。

� 不動産特定共同事業者が、平成12年４月１日から平成14年３月31日までの間に、

不動産特定共同事業契約（匿名組合契約）に基づく一定の事業により取得する不動

産の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を 1，000分の30（本則 1，000分の

50）に軽減する特例を設ける。

� 不動産登記に係る不動産価額の特例の適用期限を３年延長する。

４ 阪神・淡路大震災の被災者等に係る特例関係

� 阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をした建物等の原状回復のために要する費
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用に係る指定寄附金の認定申請期限を１年延長する。

� 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の要件とされる譲渡期限を２

年延長する。

� 被災代替資産等の特別償却制度の適用期限を２年延長する。

� 阪神・淡路大震災の被災者等に係る特定の資産の買換えの場合等の課税の特例制

度の適用期限を２年延長する。

� 阪神・淡路大震災の被害者に対する特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の

非課税措置について、対象範囲から特別貸付けを終了した公的貸付機関等を除外し

た上、その適用期限を５年延長する。

� 阪神・淡路大震災の被災者等が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等

に対する登録免許税の免税措置の適用期限を５年延長する。

� 阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記に

対する登録免許税の免税措置の適用期限を５年延長する。

５ 特定目的会社等に係る税制上の措置

特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律及び証券投資信託及び証券投資

法人に関する法律の改正に伴い、次の措置を講ずる。

� 特定目的会社（ＳＰＣ）の流動化対象資産の範囲の拡大等に伴う措置

� 一定の要件を満たす特定目的会社が国内において支払を受ける一定の利子等又

は配当等については、所得税の源泉徴収を行わない。

� 一定の要件を満たす特定目的会社について、支払配当の損金算入措置を引き続

き講ずる。

� 特定目的会社が新たに発行できることとされる社債については、転換社債又は

新株引受権付社債と同様の課税を行う。

� 一定の要件を満たす特定目的会社について、不動産等を取得した場合の所有権

の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を引き続き講ずる。

� その他所要の税制上の措置を講ずる。

� 証券投資法人（改正後 投資法人（仮称））の運用対象資産の範囲の拡大等に伴う

措置

� 一定の要件を満たす投資法人が国内において支払を受ける一定の利子等又は配

当等については、所得税の源泉徴収を行わない。

� 一定の要件を満たす投資法人について、支払配当の損金算入措置を引き続き講

ずる。

� 投資法人が新たに発行できることとされる投資債（仮称）については、社債と

同様の課税を行う。

� その他所要の税制上の措置を講ずる。

� 特定目的信託（仮称）及び投資信託（仮称）の創設に伴う措置

� 特定目的信託及び投資信託については、信託財産に帰せられる収入及び支出等

の帰属の原則を適用しない。

� 特定目的信託の信託設定時の資産の移転は、その設定時の資産の譲渡とみなす。

� 一定の要件を満たす特定目的信託及び投資信託が国内において支払を受ける一
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定の利子等又は配当等については、所得税の源泉徴収を行わない。

� 特定目的信託及び投資信託（証券投資信託及び証券投資信託以外の投資信託の

うち公募型のものを除く。以下「特定信託」という。）の信託財産から生ずる所

得について、法人税の課税対象とし、その特定信託が、多数の投資家又は特定の

機関投資家に証券を発行しているものであること、所得の90％以上を分配してい

ること等の要件を満たしている場合には、所得の金額を限度として、その計算期

間に係る支払配当の額を損金の額に算入する。

� 特定目的信託及び投資信託に係る受益証券の収益の分配については、これらの

信託に係る信託財産やその受益証券の内容に応じた課税を行うとともに、特定目

的信託及び投資信託のうち証券投資信託以外のものから支払を受ける収益の分配

については、受取配当等の益金不算入又は配当控除に関する規定は適用しない。

� その他所要の税制上の措置を講ずる。

６ その他

� 民事再生法の制定に伴い、貸倒引当金の繰入限度額の計算上個別評価による繰入

れの対象となる事由に、民事再生法の再生計画認可の決定を加える等所要の措置を

講ずる。

� 農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例について、農用地利用集積計画

に基づき一定の要件の下で特例適用農地等の貸付けを行った場合には、納税猶予の

特例の継続適用を認める措置を講ずる。

� 農業共済組合が、平成12年４月１日から平成14年３月31日までの間に、農業災害

補償法の規定により農業共済組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の

所有権の移転登記に対する登録免許税の税率を 1，000分の６（本則 1，000分の50）

に軽減する特例を設ける。

� 森林組合が、平成12年４月１日から平成14年３月31日までの間に、森林組合法の

規定により森林組合連合会の権利義務を包括承継した場合の不動産の所有権の移転

登記等に対する登録免許税の税率を 1，000分の６（本則 1，000分の50）等に軽減す

る特例を設ける。

六 その他の租税特別措置の改正

租税特別措置について、所要の経過措置を講じた上、次の措置を講ずる。

１ 廃止

次に掲げる特別措置を廃止する。

� 集落地域整備法の規定による交換分合により農用地を取得した場合の所有権の移

転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

� 銀行持株会社の創設の合併等に係る登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

� 漁業再建整備特別措置法の規定による認定に係る登記に対する登録免許税の税率

の軽減措置

� 緑地管理機構が取得した土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽

減措置

� 東海旅客鉄道株式会社が譲り受けた新幹線鉄道施設に係る土地の所有権の移転登
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記等に対する登録免許税の免税措置

� 鉄道事業者が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の規定により

日本鉄道建設公団から無償で取得する一定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転

登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

２ 縮減等

� 税額控除等

� 増加試験研究費等の税額控除制度について、対象となる試験研究費の範囲から、

特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定事業協同組合等が賦課する負担金及び

エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関す

る臨時措置法の組合等が賦課する負担金を除外する。

� 中小企業等基盤強化税制について、適用対象から特定産業集積の活性化に関す

る臨時措置法に係る措置を除外する。

� 製品輸入額が増加した場合の税額控除制度について、特別税額控除額を製品輸

入増加額の 100分の４（現行 製品輸入増加割合に応じ 100分の４から 100分の

５）相当額とした上、その適用期限を２年延長する。

� 技術等海外取引に係る所得の特別控除制度について、当期の所得に係る控除限

度額を所得金額の 100分の20（現行 100分の25）に引き下げる。

� 特別償却

� 船舶等の特別償却制度について、船員訓練設備の範囲を見直した上、その適用

期限を１年延長する。

� 地震防災対策用資産の特別償却制度について、償却割合を 100分の11（現行

100分の12）に引き下げる。

� 事業革新設備等の特別償却制度について、次の見直しを行う。

イ 産業活力再生特別措置法に係る措置について、事業革新設備の見直しを行う。

ロ 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に係る措置について、特定業種に

属する事業を営む事業者が取得する特定技術革新設備に係る償却割合の特例を

廃止する。

ハ 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に係る措置の適用期限を

２年延長する。

� 特定余暇利用施設の特別償却制度について、対象資産の取得価額の最低限度を

１億 2，000万円（現行１億円）に引き上げた上、対象となる取得期間を基本構想

承認後14年以内（現行12年以内）に延長するとともに、当該延長期間に係る償却

割合を 100分の５（現行 100分の６）に引き下げる。

� 特定電気通信設備等の特別償却制度について、次の見直しを行う。

イ 電気通信基盤充実設備に係る措置について、対象設備を縮減した上、その適

用期限を１年延長する。

ロ 電気通信利便性充実設備に係る措置について、有線テレビジョン放送事業者

のデジタル伝送装置に係る償却割合の特例を廃止した上、その適用期限を１年

延長する。

ハ 電気通信役務の安定的な提供に資する設備に係る措置について、償却割合を
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100分の８（現行 100分の９）に引き下げる。

� 商業施設等の特別償却制度について、中心市街地における市街地の整備改善及

び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の貨物運送効率化事業に係る措置に

つき、対象法人の範囲を見直した上、その適用期限を２年延長する。

� 特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却制度について、償却割合

を、機械装置にあっては 100分の22（現行 100分の25）に、建物等にあっては

100分の10（現行 100分の12）にそれぞれ引き下げた上、その適用期限を２年延

長する。

� 低開発地域工業開発地区及び農村地域工業等導入地区における工業用機械等の

特別償却制度について、対象資産の取得価額の最低限度を 2，500万円超（現行

2，300万円超）に引き上げるとともに、償却割合を、機械装置にあっては 100分

の10（現行 100分の11）に、建物等にあっては 100分の５（現行 100分の６）に

それぞれ引き下げた上、その適用期限を２年延長する。

� 農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、割増率を、

林業経営改善計画に係る措置にあっては 100分の12（現行 100分の15）に、共同

改善計画に係る措置にあっては 100分の14（現行 100分の15）にそれぞれ引き下

げた上、その適用期限を２年延長する。

� 優良賃貸住宅等の割増償却制度について、割増率を、耐用年数35年以上のもの

にあっては 100分の44（現行 100分の55）に、耐用年数35年未満のものにあって

は 100分の32（現行 100分の40）に引き下げるとともに、適用対象となる都心共

同住宅の範囲を見直した上、その適用期限を２年延長する。

� 倉庫用建物等の割増償却制度について、割増率を 100分の16（現行 100分の18）

に引き下げた上、その適用期限を２年延長する。

� 鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却制度について、対象となる支

出金の範囲から、特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定事業協同組合等が賦

課する負担金及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業

活動の促進に関する臨時措置法の組合等が賦課する負担金を除外する。

� 準備金等

� 創業中小企業投資損失準備金制度について、積立率を 100分の14（現行 100分

の16）に引き下げた上、その適用期限を２年延長する。

� 特定都市鉄道整備準備金制度について、準備金の取崩し事由として一定の部分

供用を開始した場合を加えた上、その適用期限を２年延長する。

� プログラム等準備金制度について、汎用プログラムのうち制御プログラムの開

発費用に係る収入金額50億円超の部分の積立率を 100分の２（現行 100分の５）

に引き下げる。

� 原子力発電施設解体準備金制度について、対象となる解体費用に解体放射性廃

棄物処理処分費用を加えるとともに、積立限度額の見直しを行う。

� 保険会社等の異常危険準備金制度について、対象となる共済に消費生活協同組

合及び同連合会が行う自然災害共済を加える。

� 中小企業の貸倒引当金の特例制度について、公益法人等及び協同組合等を除き、
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繰入限度額を 100分の 116とする措置を廃止する。

� 鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例制度について、対象となる試験研究用

資産の範囲から、特定農産加工業経営改善臨時措置法の特定事業協同組合等が取

得する試験研究用資産及びエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関

する事業活動の促進に関する臨時措置法の組合等が取得する試験研究用資産を除

外する。

� 特定対内投資事業者に係る欠損金の繰越期間の特例制度について、欠損金の繰

越期間を７年（現行10年）とした上、その適用期限を２年延長する。

� 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例制度について、適用対象から工業再配

置促進法の移転促進地域から誘導地域への工場の移転に伴う買換えを除外する。

� 国有農地等の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、

農地法第74条の２の規定による土地の譲与を受けた場合の所有権の移転登記に係る

税率の軽減措置を廃止した上、その適用期限を２年延長する。

� 事業協同組合等が旧中小企業事業団から融資を受けて取得した土地等を組合員等

に再譲渡する場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置につい

て、経過措置の一部を廃止した上、その適用期限を２年延長する。

� 特定の遠洋漁船の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置につ

いて、適用対象漁船の範囲を見直した上、その適用期限を２年延長する。

� 特定の民間都市開発事業等の用に供する土地を取得した場合の所有権の移転登記

に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を 1，000分の16（現行

1，000分の12）に引き上げた上、その適用期限を２年延長する。

３ 適用期限の延長

� 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を５年延長する。

� 民間国外債等の利子及び発行差金の課税の特例の適用期限を２年延長する。

� 特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税制度の適用期限

を２年延長する。

� 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を２年延長する。

� 欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用期限を２年延長する。

� その他、電線類地中化設備の特別償却制度等について、その適用期限の延長を行

う。

七 その他

１ 年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増（10万円加算）の特例を廃止す

る。

（注）上記の改正は、平成12年分以後の所得税について適用する。

２ 報酬・料金等の支払調書、給与所得の源泉徴収票等の税務署長への提出の特例につ

いて、一定の要件の下で、フロッピーディスク及び光磁気ディスクによる提出を認め

る措置を講ずる。

（注）上記の改正は、平成12年11月１日から施行する。なお、上記の提出は、平成13

年４月１日以後に行うものについて適用する。

－１１－



３ 損害保険料控除の対象となる契約の範囲に、消費生活協同組合連合会の締結した自

然災害共済に係る契約等を加える。

４ 取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額

を55万円（現行45万円）に引き上げる。なお、簡易な簿記の方法により記録している

者に係る経過措置の控除額は、現行どおり（45万円）とする。

（注）上記の改正は、平成12年分以後の所得税について適用する。

５ 損害保険会社の有する有価証券について、特別勘定に属する有価証券とその他の有

価証券との区分評価を認める措置を講ずる。

６ エキス分16度未満のみりん及びみりんに性状が類似する雑酒のうち、アルコール分

23度未満かつエキス分８度以上のもの以外のものに係る酒税の税率について、しよう

ちゆうと同等の水準（アルコール分25度において 248，100円／�（現行39，200円／

�））とする特例措置を講ずる。

（注）上記の改正は、平成12年４月１日から実施する。

７ 自動車検査証の有効期間が２年とされる自家用の車両総重量 2．5トン以下の貨物自

動車に係る自動車重量税の特例税率を車両総重量１トンごとに 8，800円とする。

（注）上記の改正は、平成12年５月１日から実施する。

８ 日本銀行が行う社債等担保手形オペレーション等の対象手形に係る印紙税の税率を

一通につき 200円とする。

９ 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本国内に住所を有し

ていない相続人若しくは受遺者又は受贈者で日本国籍を有する者のうち一定の者が取

得した国外財産を相続税又は贈与税の課税の対象に加える。

（注）上記の改正は、平成12年４月１日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により財産

を取得した者の相続税又は贈与税について適用する。

10 不動産の登記のうち共有物の分割による所有権の移転登記について、分筆等前の共

有持分に応ずる部分以外の部分を取得した場合の登録免許税の税率を 1，000分の50

（現行 1，000分の６）とする。

（注）上記の改正は、平成12年４月１日以後に受ける登記に対する登録免許税につい

て適用する。

11 その他所要の税制の整備を行う。

（備考）平成12年度の税制改正による増減収額は、別添（参考）のとおりと見込まれる。

－１２－



（参考）

平成12年度の税制改正（内国税関係）

による増減収見込額（初年度）

（単位：億円）

� 民間投資の促進等 △ 3，470

� その他

� 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除 2，030

� 企業関係租税特別措置の整理合理化 140

� その他 △ 170

合 計 △ 1，470

（注）上記の計数は、精査の結果、今後異同を生ずることがある。


